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１．日本の環境アセスメントとＳＥＡ

日本は 1972 年のストックホルムでの国連人間環境会議で、環境アセスメント制度導入

の意志表明をした。しかし、法制化は遅々として進まず、行政指導による制度の導入が主

として行われた。法制化されたのは環境基本法（1993）により環境アセスメントの推進が

規定されてから、ようやく 1997 年のことである。結局、ＯＥＣＤ加盟 29 ヶ国中の最後に

なってしまった。行政指導が中心とは言えアセスメントはかなり定着してきており、国と

自治体の合わせて 60 以上もの制度のもと既に数千件に達する実績がある。だが、これら

は開発事業が環境に及ぼす影響の事前評価、すなわち事業アセスがほとんどである。

1992 年の国連環境開発会議（ＵＮＣＥＤ）において国際的に合意された、持続可能な開

発（あるいは発展）の概念は環境と経済の両面を統合した意思決定をいかに行うかという

ことである。ＵＮＣＥＤを受けて、持続可能な発展を達成する観点から、環境アセスが貢

献すべきだという問題意識が各国で生じてきた。日本でも同じ問題意識から環境基本法の

第 19 条で、国の施策の策定・実施に当たり環境配慮を求めている。

持続可能性を確保するためには、事業アセスだけでは限界があり、意思決定の戦略的な

段階から行う戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ）が必要であるという認識は日本でも広ま

りつつある。国際影響評価学会（ＩＡＩＡ）では、「ＳＥＡは、提案された政策・計画・

プログラムにより生ずる環境面への影響を評価する体系的なプロセスである。その目的は、

意思決定のできる限り早い適切な段階で経済的・社会的な配慮と同等に環境の配慮が十分

に行なわれ、その結果適切な対策がとられることを確実にすることである。」*1 と定義し

ている。筆者はさらに、プロセスの透明性が不可欠であることをつけ加える。

ＳＥＡは事業アセスの限界に対する認識を背景として、それより上位段階の意思決定に

環境アセスを導入するという意味で用いられている用語であり、対象は法令案の策定から

地域開発計画まで非常に幅広い。しかし、その本質は明確である。それは政策・計画段階

における意思決定過程の透明性を高めるということにある。持続可能な発展のためには、

大規模事業を行う主体は官民を問わず、その環境影響を政策策定や計画策定の段階からど

のように配慮したかを社会に対して説明する責任（アカウンタビリティ）がある。そのた

めの情報公開と住民参加に基づく制度がＳＥＡである。ところが、日本では、情報公開も

住民参加も、欧米の環境先進国に比べると遅れており、ＳＥＡの導入は容易ではない*2。

２．事業アセスからＳＥＡへ

日本のアセスメントは、現状では事業アセスがほとんどであるが、これは日本だけに限
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ったことではない。例えば、アメリカの国家環境政策法（ＮＥＰＡ）は 1970 年に施行さ

れ、世界最初のアセス制度が制定されたが、個別の事業のみならず政策や上位計画段階を

も対象とするものである。しかし、実際には当初の想定通りには行かなかった。国家環境

政策法－25 年間の有効性の研究において、「ＮＥＰＡ誕生後 25 年間の適用は、特定地域に

おける建設、開発、あるいは資源採取事業に集中していた。」と指摘している*3。

他の諸国においても、政策や計画段階を対象とする制度ではなく、開発事業段階のみを

対象とする制度が主に普及した。これには各国の社会的・文化的背景の違いなど様々な要

因があろうが、この傾向を決定づけたのが欧州委員会（ＥＣ）における指令である。1985

年に採択されたＥＣ事業アセス指令では、対象は開発事業に限定されることとなった。日

本だけでなく、従来は各国で事業アセスが主として行われてきた。

しかし、ＥＣにおいて、政策・計画・プログラムについての環境アセスメントが必要で

あるとの課題が残されている点が忘れられたわけではない。

ＥＵ加盟国においても、政策・計画・プログラム段階での環境アセスメントに関する具

体的な取組が進められた。中でもオランダでは、1987 年の環境影響評価令において、特定

の部門別計画、国家・地域計画などに対して事業アセスと同様の手続を行うこととした。

また、1995 年に環境テストと呼ばれる手続を開始し、新しい法令案を作成する際に環境へ

の様々な影響について検討し、記述させることとしている。その他、デンマーク、フィン

ランドなどでも、ＳＥＡが制度化されている。また、イギリスにおいても、公式の制度は

ないが先進的な計画制度のもとＳＥＡの具体例の蓄積がなされてきた。

1996 年 12 月、ＥＣによってＳＥＡ指令案が公表されたが、その目的は、環境アセスメ

ントの実施と、その結果を基本計画や実施計画の準備段階と採用段階において考慮するこ

とにより、環境保護をこれまで以上に高いレベルで実施することとなっている*4。これは

現行の事業アセスを補足するものと位置づけられている。ＳＥＡ指令が発効すれば、大き

な影響を世界各国に与えるであろう。日本もＥＵと歩調を合わせることを要求されること

になるのではないだろうか。

ＥＵのＳＥＡ指令では、事業に関する開発許可の意思決定の枠組みを確立する目的で策

定される計画やプログラムに適用されることとされている。この指令案は、土地利用に関

連する基本計画と実施計画の段階にのみ限定して適用されるもので、より全体的な政策レ

ベルでの意思決定に関しては適用されない。すなわち、土地利用に関連する事業の開発許

可の意思決定枠組みを確立する目的で策定される計画及びプログラムに適用される。

３．日本におけるＳＥＡの必要性

一方、日本の環境影響評価法は、あくまでも事業アセスを中心としたものである。しか

し、法律制定に当たって中央環境審議会から提出された答申では、政策や上位計画段階の

環境アセスメントについて指摘しており、ＳＥＡの必要性は明確に認識されている*5。環

境影響評価法は 1997 年６月に成立し 1999 年６月から施行されるが、国会の審議過程で衆

参両院において戦略的環境影響評価制度の検討についての付帯決議がなされた。今後、我

が国の環境アセスは新しい段階に入るが、この付帯決議の実行が求められることとなる。

一般的に、事業に至るまでには、政策（policy）、計画（program）、事業（project）の

流れがある。すなわち、個別の開発事業計画の立案は、様々な政策や上位計画に影響され、
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また、規定されて行われることが通常である。特に、大規模な開発事業ほどこの傾向が強

い。ＥＵのＳＥＡ指令も、このような枠組みのもと、計画や政策段階で環境アセスメント

の実施を求めているが、我が国でも大きな枠組みは同様である。

例えば、高速自動車国道を例にとれば、高速自動車国道をどのように整備していくかと

いった道路整備五カ年計画段階の意思決定や、個別路線の起点・終点を決定する予定路線

段階の決定、個別路線の主たる経過地、設計速度等を定める基本計画段階の決定を経て、

個別の路線の具体的な経過地が定められる整備計画段階の決定が行われる。現行の開発事

業の環境アセスはこの整備計画の前に実施される。

このように事業アセスに先立つ各段階で、各種の政策や上位計画についての意思決定が

行われており、これらの策定段階で環境配慮を行う手続として、我が国においてもＳＥＡ

を適用することが手続き上は可能である。このためには、行政の意思形成過程の情報公開

が不可欠である。

そして、日本でも従来の事業アセスの経験から、計画段階でのアセスの必要性が次第に

明確に認識されるようになってきた。古くは道路建設事業計画における諸事例があり、こ

れらは日本のアセス制度が導入され始めた 1970 年代から生じている。東京の湾岸道路計

画や京都の国道のバイパス計画（京滋バイパス）などでの紛争は、いずれも路線変更が求

められ、計画段階からのアセスの必要性が指摘された*6。

これらは大気汚染や騒音など地域住民の健康影響の問題が焦点となるが、特に計画段階

からのアセスの必要性が強く主張されるのは自然保護と対立する場合である。自然保護に

対する意識の高まりとともに、最近ではそのような事例も増えてきた。そのような最近の

代表的な事例として名古屋市における干潟保全の問題がある。ここでは、都市活動により

生ずるごみの問題と干潟の保全が対立している。

名古屋市の港湾部に藤前干潟という、奇跡的に残された貴重な干潟がある。しかし、こ

こは現在、名古屋市の一般廃棄物の最終処分場として埋め立てられようとしている。ラム

サール条約の登録湿地候補として国際的に勧告されているほどの干潟が、わずか 10 年間

分のごみ処理のために破壊されてしまう。この事例は、今年４月にニュージーランドで行

われた国際影響評価学会（ＩＡＩＡ）の年次総会でも議論され、ＩＡＩＡ有志により埋立

計画の再考を促す勧告文が、名古屋市、愛知県、環境庁の三者に出された*7。

アセスの手続きは今年の８月で終了したが、評価書では埋め立てによる自然環境への影

響は明らかだとされ、干潟の価値の重要性も指摘された。しかし、埋立計画の変更はされ

ず、その代わり、埋立後、新たに人工干潟を作るという代償措置が提案された。だが、渡

り鳥の重要な飛来地である干潟の機能は人工干潟では代替できないことが多くの専門家か

ら指摘されている。名古屋港には埋立代替地となりうる多くの場所があり、計画の早期段

階で検討を始めれば十分に代替地は見つけられたはずだ。事業に入る直前で行うアセスの

欠陥が明確に現れている。ただし、藤前の場合は、他の大都市に比べ大幅に遅れているご

みの減量化を徹底すれば時間の余裕ができ、今からでも代替地の検討は可能である。

４．ＳＥＡの部分的な試み

ＥＵのＳＥＡ指令が発効し、ＥＵ加盟国における法制化が進められた場合、アメリカは

既に法律レベルで政策・計画・プログラムを対象としており、カナダも閣議決定レベルで
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のＳＥＡの仕組みをすでに運用している状況である。日本はＳＥＡの導入においても再び

ＯＥＣＤ加盟国で最後になってしまうのであろうか。幸い、少しずつだが、ＳＥＡの試み

は行われ始めた。しかし、それらは部分的な試みが多い。以下に代表的な事例を示す。

（１）川崎市の環境調査制度

ＳＥＡ制度を作ろうとした試みの最初は、首都圏に立地する川崎市であろう。川崎市は

環境アセスメント制度の導入においても先進的な自治体であり、1976 年に全国の自治体で

最初のアセス条例を制定した。国の閣議アセス（1984）より 10 年近くも早い。この川崎

市では、1991 年に制定した環境基本条例に基づき行政内部で政策・計画の早期段階から環

境配慮する制度を作った*8。1994 年の施行以来、４年間で既に 10 件の実施例がある。

この制度は、市役所の庁内各部局の横断的な制度であり、そのプロセスは公開されない。

あくまでも庁内での制度であるためＳＥＡで不可欠な透明性が低い。このプロセスは情報

公開も参加もされていない。しかし、環境行政に関する年次報告書には検討結果が掲載さ

れる。この事後報告に対しては市民は意見を述べることができ、将来の類似案件の評価に

おいて、市民意見が考慮されることになっている。

川崎の制度はプロセスの公開制がないので、ＳＥＡとは言えないが、政策・計画の早期

段階から環境面での影響を検討するという点では、ＳＥＡの一つの要件を満たしている。

このプロセスが公開されるようになればＳＥＡと言えるから、もう一歩である。

（２）東京都の総合アセスの試み

一方、プロセスの公開制に重点をおいた制度化の試みが隣の東京都で始まった。「総合

アセスメント制度」と言い、総合計画の計画段階から公開制の高いプロセスで環境配慮を

行おうというものである。2000 年からの導入を目指し、環境保全局が事務局となり今秋か

ら制度の試行を始めた。現在、具体的な検討対象とする総合計画の選定や、予測・評価項

目とその手法の検討を行っているところである。

この制度では環境配慮を行うため審査会を設けているが、委員は専門家 12 名の他に都

民から３名の公募委員がいる。これにより、審査会での検討に一般都民の意見が反映され、

また、検討の模様が具体的に都民に伝えられうることとなる。この意味で、情報公開と参

加という点の基本的な条件は満たしている。

ところが、全ての情報が公開され検討されるわけではない。ＳＥＡにおいては人間活動

と環境とのバランスをどう取るかが評価の核心であるが、この条件が満たされていない。

すなわち、社会・経済面と環境面との比較考量という設定にはなっておらず、環境面だけ

を評価することになっている。これでは、人間行動の管理はできない。環境部局が中心に

なってこのプロセスを運用するため、総合計画の立案そのものは、このプロセスの枠外で

事業部局の手で行われるのである。

東京都の試みは住民参加という点では川崎市よりも進んでいるが、総合性という点では、

川崎市の制度よりも後退している。全庁的な取組がなされなければＳＥＡとはなりえない。

（３）横浜市の住民参加による道路づくり

川崎市の制度も、東京都の試みも、ＳＥＡのある要素は満たしているが、重要な要素が
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欠けているため、まだ、ＳＥＡとは言えない状況である。しかし、環境行政の枠組みでは

なく事業部局である建設行政の枠組みでは、例外的ではあるものの、さらに進んだ取組が

なされている。川崎市の西隣、横浜市における試みである。この事例には筆者も、専門家

としてだけでなく地域住民の一人として参加してきた。

横浜市北部丘陵地の郊外住宅地である人口 26 万人の青葉区に、市の道路を造る計画が

ある。この道路づくりを計画段階から住民参加して進めようという試みである。横浜市は、

1992 年頃から市民に道路計画の情報を伝えてきたが、1996 年から住民参加による計画作

りの委員会を設置し活動してきた。この委員会は公募住民 12 名、自治会推薦７名、地域

在住専門家２名、行政３名の計 24 名からなる。筆者も専門家委員の一人として参加した。

1998 年３月までの１年半ほどの間に 19 回の委員会を開き、さらに地区別シンポジウム

や学習会などを開催して、密度の高い検討を行った。その結果、対象となる３つの事業計

画路線について、それぞれ、ノーアクションを含む複数のルート代替案を絞り込み、影響

の予測・評価項目の絞り込みも行った。いわゆるスコーピングプロセスが３月でほぼ終了

し、この委員会は３月で解散した。本来、次の段階では準備書を作成し、通常のアセスプ

ロセスに入るべきところだが、準備書に相当するものは簡便なパンフレットとなった。

このパンフレットを青葉区の住民に配布しアンケート調査を８月に行った。10 万世帯ほ

どの地域に１万世帯分のアンケート調査を実施した、かなり大規模な調査である。現在、

回答結果の集計解析中である。４月以降は、市の都市計画手続きと連動するよう専門家中

心の委員会を新たに設け、筆者ら住民参加委員会の専門家委員２名も新委員会の委員とな

った。そして、住民参加委員会のメンバーとの意見交流はさらに継続する仕組みになって

いる。このように、現在のプロセスは通常のアセスプロセスにはなっていないが、計画へ

の環境配慮という趣旨は引き継がれている。

このプロセスでは、単に公開性が高いだけでなく、評価枠組みがＳＥＡ本来のものとな

っている。すなわち、道路建設の必要性にまで踏み込んだ評価が行われるよう、社会・経

済面と環境面との比較考量をする評価枠組みとなっている。日本ではあまり公表されるこ

とのない建設費用の概算値まで、アンケート調査では公表された。情報公開と住民参加の

推進により意思決定過程の透明性を高めることがＳＥＡの核心である事を考えると、横浜

の試みは、事業部局が中心ではあるが、ＳＥＡ本来の趣旨にそうものである。住民参加委

員会では環境部局も積極的に参加し、積極的な情報公開が行われた。

５．小都市におけるＳＥＡの事例　―狛江市のごみ中間処理施設計画―

　このように制度としてはＳＥＡと呼べるものはないが、部分的にはＳＥＡの要素を満た

す試みが次第に現れてきた。そして、ＳＥＡプロセスの実施例も小都市の段階では現れて

きた。まだ例外的ではあるが東京の一地区に具体例がある。最後にこの事例を紹介する。

東京都狛江市のごみ中間処理施設建設計画の紛争事例である*9。これは市民参加によって

計画が作られたものであるが、そのプロセスはＳＥＡと解釈できる。狛江市は東京 23 区

の西に隣接する人口７万人程の住宅都市である。市は、その中心部にビン・缶の中間処理

施設を作ろうと計画したが、市民の強硬な反対により阻止された。市はそこで、施設の立

地点選定段階まで戻り市民とともに検討するプロセスに入った。このプロセスは情報公開

と参加の両面を満たすとともに、代替案の比較検討にもとづき十分な環境配慮がなされた。
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代替案は日本では珍しく立地の代替案、２案が比較検討され、評価項目は環境面だけでな

く、社会・経済面を含めた 14 項目にわたる総合的なものであった。市民参加による計画

検討のプロセスは１年間にわたり、その結果、立地点は市の当初の提案どおりとなった。

市の判断の妥当性を市民も認めたことになる。しかし、それだけでなく、施設計画の中身

も大きく変わった。地域の周辺環境への影響を緩和するよう建物をデザインするとともに

周辺整備計画も合わせて作成された。そして、施設の機能は単にビン・缶の中間処理だけ

でなく、市民によるリサイクル活動の拠点となるよう機能が付加された。これは施設計画

というハードの計画だけでなく、同時に一般廃棄物処理計画というソフトの計画もなされ

た結果である。この検討過程で施設の機能も変化した。このように、狛江では、計画の段

階で、他ではあまり見られない積極的な市民参加が行われた。市民は、ごみ市民委員会と

いう、市民、行政、専門家が一堂に会する場だけでなく、市民だけでの検討の場や、見学

会、勉強会などを作り、ニュースレターの発行、ごみ百人スピーチというイベントの実行

など多面的に活動した。このため、市民は年間実に 50 回以上も様々な形の会合に参加し

た。行政はコンサルタントの力を借りてこの市民の活動を側面から支援した。筆者ら専門

家もこれを支援したわけであるが、市民の熱意に押され専門家も年間、20 回以上も会合に

参加することとなった*9。施設は 1994 年 10 月に竣工し、1995 年４月から稼働している。

これは、一般廃棄物処理計画の実行段階でもある。既に３年を経たが大きな問題は生じて

いない。むしろ、地域環境に調和するデザインとしたため周辺環境のアメニティ向上に貢

献しており、地域住民の行政に対する理解も若干は向上したようである。狛江市ではこの

後、環境基本条例を新たに制定し、環境基本計画も昨年度策定した。狛江の例は紛争とい

う緊急事態の解決のため、市長以下、市の行政当局が総力で対応した。そして、狛江は市

域が６.4km2 と狭く高密度都市であるため、市民が市全体のことを考えるには好都合であ

る。情報交流の効率が良いという利点がある。これらの点から簡単に一般化はできないが、

少なくとも狛江のような 10 万人程度の小都市では、現行の枠組みの中でもＳＥＡの可能

性があることを示している。狛江や横浜の事例からＳＥＡの条件は、まず情報公開である

と言える。その上で、計画案検討段階からの積極的な住民参加プロセスが作れれば、日本

でもＳＥＡは導入可能である。情報公開法が国会で継続審議となっているが、実効性の高

い内容の法にしなければならない。特に、意思形成過程の情報は例外なく公開する事が不

可欠の要件である。
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